
令和８年度　施行

地域おこし協力隊　民間企業等受入業務委託

（魅力創造課 魅力発信係）

公示用

作成日　令和８年１月２９日



項　　目 単　価 数　量 単　位 金　額 備　考

報償費 14 月

活動費 1 式

小 計

再 計 ※万円未満切り捨て

消 費 税 10 ％

合 計

地域おこし協力隊　民間企業等受入業務委託



 

新嵐山スカイパークの再生に向けた 

地域おこし協力隊（団体委託型）受入事業者 仕様書 

 

１ 委託業務の目的 

新嵐山スカイパークの再生に向け、企業や団体等（以下「受入事業者」という。）と地域

おこし協力隊員（以下「隊員」という。）が連携することで、民間活力の活用による地域お

こし活動の創出と、将来的な隊員の定住・定着を目指す。 

 

２ 委託業務の対象となる活動 

(1)新嵐山スカイパークのグランドデザイン実現のための活動 

 ・グリーンシーズンの活動 

 ・メムロスキー場を含む冬期の活動 

 ・その他、受入事業者と隊員の発想を活かした活動 

(２)その他、町長が必要と認める活動 

 

３ 受入事業者の責務 

(1)隊員の雇用に関すること 

(2)隊員候補者の選定に関すること 

(3)隊員活動の支援、管理及び実績の取りまとめ 

(4)隊員活動に必要な情報収集及び研究 

(5)隊員の地域への定住のためのサポート 

(6)隊員の日常生活に関する助言及び相談対応 

(7)その他隊員の円滑な地域おこし活動のために必要な事項 

 

４ 委託契約期間 

委託契約の締結日から令和９年３月３１日まで 

※隊員の任期（最長３年）に応じて再委託することができます。 

 

  



 

５ 委託契約金額 

(1)隊員１人当たり年額5,500,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限と

します。下表のとおり項目ごとにも上限があり、委託費が報償費と活動費、合計額

それぞれの上限を超えることはできません。 

項目 上限額【年額】 

報償費 3,500,000円 

活動費 2,000,000円 

※年度途中の雇用や退職などにより隊員の活動が１年に満たない場合の上限額

は、月割り・日割りにより計算します。 

(2)委託契約金額は、国の「地域おこし協力隊推進要綱」の地方財政措置額を財源と

するものであり、同要綱が改正された場合は、金額に変更が生じることがありま

す。 

 

６ 隊員の要件 

隊員は、生活の拠点を３大都市圏内の都市地域又は政令指定都市から芽室町に住民

票を異動させた者若しくはこれまでに隊員として、２年以上の経験があり、かつ解嘱か

ら１年以内である者とします。 

 

７ 隊員の活動に関する対象経費【活動費】 

別表「芽室町地域おこし協力隊員の活動に関する対象経費一覧」のとおり 

 

８ 隊員の活動条件 

(1)隊員の活動時間は、１日７時間45分、週３８時間４５分を最低活動時間として、受

入事業者と隊員が協議の上で定めてください。 

(2)隊員の雇用に当たっては、労働関係法令を遵守してください。 

(3)受入事業者は、隊員が地域や他の隊員との交流活動に参加できるよう配慮して

ください。 

 

９ 活動報告及び実績報告 

(1)毎月の業務完了後、受入事業者は隊員と共同で活動月報及び活動費使用計画書

兼実績報告書を作成し、町に提出してください。 

(2)受入事業者は、毎年度、委託契約期間の最終日までに、隊員と共同で実績報告書

を作成し、町に提出してください。 

 

  



 

<別表>芽室町地域おこし協力隊員の活動に関する対象経費一覧 

 

費用区分 対象経費 対象外経費 

①隊員の住居の借上げに

要する経費 

・家賃（上限50,000 円/

月） 

※実績報告時に家賃の月額

を証明する契約書等を添付

すること。 

・家賃を除く住居係る費

用（光熱水費等） 

②社会保険料  

・隊員の雇用に当たって受入

事業者が負担する社会保険

料 

・隊員負担分の社会保険

料 

③活動車両（※）に要する

経費 

※活動計画書に記載した

活動車両 

・ガソリン代（上限20,000 

円/月） 

・駐車場代 

・車両借上代（上限50,000 

円/月） 

・車両の購入費用 

・自賠責、保険、税金、タイ

ヤ交換代、修繕費、車検

等の車両維持費（車両借

上代に含まれるものは除

く） 

④消耗品、原材料費  

・試験的販売、試供品、サン

プル品作成に係る費用 

・コピー用紙等事務用品、プ

ロジェクター、モニター、スク

リーン、食器等の費用等 

・事業目的外のもの 

⑤事務機器等の借上げ等

に要する経費 

・委託業務の実施にのみ使

用する機器に係る借上費用

（エアコン、イス・机は、活動

計画書に記載した活動場所

に据置きで、専用と判断でき

る場合のみ可） 

・委託業務の実施にのみ使

用する電話の借上費用 

・コピー機（カウンター料金を

含む）、プリンター等の借上

げに係る費用 

・活動に不可欠な特定業務ソ

フトウェア、一般事務用ソフ

トウェアの使用料、ライセン

ス費用、カメラ等 

・備品購入費（取得価格１

万円以上かつ３年以上使

用可能な物品）及び設備

費（不動産や車両等の購

入経費等）。 

（芽室町財務規則に準じ

ます） 

  



 

⑥施設、備品等の使用料、

借上料、購入費 

ア 使用料 

・会場使用料 

イ 借上料（※） 

※活動計画書に記載した活

動場所に係るものに限る 

・店舗等の賃貸契約に係る

敷金、礼金、保証金 

・店舗、事務所、駐車場の借

入れに伴う仲介手数料 

・賃料、共益費。ただし、住居

と兼用する場合は、専有スペ

ースのみ（間仕切り等により

物理的に住居等他の用途に

供される部分と明確に区分

されている場合に限る。） 

ウ 購入費 

・スコップ、一輪車、各種機

械類等 

・備品購入費（取得価格１

万円以上かつ３年以上使

用可能な物品）及び設備

費（不動産や車両等の購

入経費等）。 

（芽室町財務規則に準じ

ます） 

・受入事業者の既存の店

舗、事務所、駐車場等の

借り入れに係るもの 

⑦通信運搬費等 

・郵便料 

・配送料 

・電話、インターネット通信料 

・住居スペースの電話、イ

ンターネット通信料 

⑧実費旅費 

・委託業務の実施、又は、地

域おこし協力隊としての活

動終了後において定住及び

活動を継続する上で必要と

なる隊員のスキルアップ、能

力開発のための研修参加に

係る費用 

・先進地視察時の交通費、宿

泊料 

・上記に係る高速道路利用

料、タクシー代、レンタカー

代 

・食卓料 

・国外旅費（町と協議し、

町が支出を認めたものを

除く） 

⑨保険料 

・活動計画書に記載した活動

場所に係る損害保険料 

・イベント保険料 

・隊員個人に係る生命保

険料、国民健康保険税、

等 

  



 

⑩委託費 

・活動計画書に記載した活動

に係る工事費（外装、内装、

電気配線、水道配管、ガス配

管、換気扇設置、電話インタ

ーネット回線開通）。ただし、

住居と兼用する場合は、専

用スペースのみ（間仕切り等

により物理的に住居等他の

用途に供される部分と明確

に区分されている場合に限

る。） 

・活動計画書に記載した活動

に係る重機等による作業の

委託 

・受入事業者の既存の店

舗、事務所、駐車場等に

係るもの 

⑪その他 

・研修受講に要する経費 

（受講料・資料代等） 

・その他（町と協議し、町が支

出を認めたもの） 

・飲食、奢侈、遊興、娯楽、

接待の費用 

・人件費 

・人員募集のための広告

宣伝費 

・国や地方公共団体等の

補助金、委託費等により

既に支弁されている経費 

 

 


